
短期入所中の福祉用具貸与の取り扱いについて

三宅町保険医療課

１．短期入所施設への貸与品の持込みについて

福祉用具貸与は、あくまで居宅サービスであり、利用者が居宅以外の事業所等において利用する事

は原則できません。また、短期入所施設施設で使用する標準的な用具は、原則として施設が相当数用

意するものであり、利用者が福祉用具の貸与を受ける必要はないと考えます。ただし、短期入所施設

は、短期間で入れ替わることを想定される利用者一人一人の状態に応じた特別な用具を、常に備えて

いなければいけないという義務は課せられていません。

これらをふまえた上で、特別な理由がある場合において、短期入所施設入所中の福祉用具貸与費の

算定ができると考えます。ただし、いずれの場合においても、事前相談をいただくこととし、ケアプラ

ン等のご提出をお願いすることがあります。

〈特別な理由がある場合〉

（１）居宅において貸与を受け利用していた福祉用具を、利用者が希望（体格に合っている、使い慣れた

物を使用したい等）し、それを施設が用意出来ない場合。

（２）担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果、施設が用意している用具では利用者の心

身の状態を考慮して困難と判断される場合。

（３）施設は相当数の福祉用具を備えていたが、福祉用具利用者が想定より多く、当該用具が不足して

いる場合。

２．福祉用具貸与費の算定について

短期入所を利用中でも福祉用具貸与費の算定は認められています。これは、短期入所中の短い期間

で福祉用具を一度返却し、退所後再度搬入することが不合理であるということから認められているも

のと考えます。ただし、短期入所の長期継続利用など、当該月に一度も自宅に戻らなかった場合は、当

該月の福祉用具貸与費の算定は認められません。

＜ひと月に満たない算定方法＞

①短期入所期間を除いた日割り計算。

※契約により、半月分又は１ヶ月分の請求であっても差し支えありません。

②実質利用日数は半月以下であるが、月の前半と後半に利用がある場合は、１ヶ月分の請求であって

も差し支えありません。

参考：奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年１０月２２日奈良県条例第１７号） 第１５２条第４号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条

参考：平成１２年３月１日付老企第３６号第二通則（２）サービス種類相互の算定関係について

介護報酬に係るＱ＆Ａ


